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１． 質の高い建築物が有すべき性能 

質の高い建築物は次の性能を有すべきである。 

【全般】 

 安全性 
【ライフサイクルの各段階において有すべき性能】 

 事業企画段階：建築に係わる事業プログラムの健全性、社会的ニーズへの適合性 
 計画・設計段階：構成・デザイン及び技術の適切性 
 施工段階：施工技術・管理手法の適切性、難条件の克服度 
 環境面：地域環境との調和、地球環境への配慮、建物周辺環境の整備 
 維持管理面：施設運用及び管理状況の適切性、ユーザーの評価 
 

２． 建築に関する基本理念 

建築の質の向上は、次の基本理念に基づいて行われるべきである。 

 建築に関係する各主体が、建築の事業企画、計画・設計、施工、環境及び建築物
の運用・維持管理等に関して、総合的に評価できること。 

建築の質の向上のためには、総合的な評価のコンセンサスが必要 

 

３． 建築に関わるものの責務及び役割 

建築に関わるものは、それぞれ次の責務及び役割を担うべきである。 

【国・地方公共団体の責務・役割】 

 国、地方公共団体は、建築の質の向上のために必要な施策を講ずる。 
【建築主、建築生産者、所有者、建物管理者等の責務・役割】 

 建築主、建築生産者、所有者、建物管理者等建築に関係するものは、事業活動に
あたってそれぞれが建築の質の向上のために必要な方策を講ずる。 

 建築主、建築生産者、所有者、建物管理者等建築に直接関係するものは、それぞ
れが相互に連携し、適正な関係の基に建築を行う。 

【ユーザーの責務・役割】 

 建築物のユーザーは、建築物の利用・使用に関して、自ら進んで建築物の質につ
いて理解し、その向上に協力する。 
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